
10

　
市
で
は
、
以
前
か
ら
文
書
や
電
話
、
訪

問
に
よ
る
催
告
を
行
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず

滞
納
と
な
っ
て
い
る
市
税
を
回
収
す
る
た
め
、

集
中
的
に
財
産
調
査
、
差
し
押
さ
え
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

財
産
調
査

　
財
産
調
査
は
、
法
律
に
基
づ
き
、
本
人

へ
の
事
前
了
承
を
得
ず
に
実
施
し
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
法
も
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

差
し
押
さ
え

　
再
三
の
催
告
に
も
関
わ
ら
ず
納
付
さ
れ

な
い
場
合
は
、
財
産
調
査
で
判
明
し
た
財

産
（
不
動
産
、
預
貯
金
、
給
与
、
年
金
、

生
命
保
険
、
売
掛
金
、
国
税
還
付
金
、
自

動
車
な
ど
）
を
差
し
押
さ
え
、
滞
納
し
て

い
る
市
税
に
充
当
し
ま
す
。

●
預
貯
金
や
生
命
保
険
な
ど
が
あ
る
場
合
、

　
銀
行
や
生
命
保
険
会
社
に
対
し
て
取
り

　
立
て
ま
す
。 

●
自
動
車
や
不
動
産
な
ど
は
公
売
に
か
け

　
ま
す
。（
市
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

　
利
用
し
た
公
売
に
積
極
的
に
取
り
組
ん

　
で
い
ま
す
）

■
納
期
内
納
付
に
ご
協
力
を

　
納
税
は
国
民
の
義
務
で
あ
り
、
納
期
内

の
自
主
納
付
が
原
則
で
す
。
市
税
が
納
期

限
を
過
ぎ
て
も
納
付
さ
れ
な
い
場
合
、
滞

納
し
た
こ
と
に
な
り
、
滞
納
処
分
の
対
象

に
な
り
ま
す
。
た
と
え
「
う
っ
か
り
」
の

納
め
忘
れ
で
あ
っ
て
も
同
様
で
す
。
十
分

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
納
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
は

　
法
律
で
定
め
ら
れ
た
延
滞
金
を
併
せ
て

納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
延
滞
金
は
、

納
期
限
の
翌
日
か
ら
計
算
さ
れ
ま
す
。

※
延
滞
金
の
率
は
、
最
初
の
１
か
月
が
年

利
４
・
３
パ
ー
セ
ン
ト
（
毎
年
変
動
）、

そ
れ
を
過
ぎ
る
と
１４・
６
パ
ー
セ
ン
ト

に
な
り
ま
す
。
延
滞
金
が
１，
０
０
０

円
を
超
え
た
時
点
か
ら
徴
収
が
始
ま
り

ま
す
。

■
納
税
に
困
っ
た
と
き
は
、す
ぐ
に
ご
相
談
を

　
事
情
に
よ
り
納
期

内
の
納
付
が
困
難
な

方
は
、
随
時
納
税
相

談
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
の
で
、
納
期
限

が
過
ぎ
る
前
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　
総
務
部
税
務
課

　（
社
庁
舎
）

　
　
４
３･

０
３
９
８

　
こ
れ
ま
で
日
本
に
住
む
外
国
人
の
方
は
、

外
国
人
登
録
法
に
よ
っ
て
、
身
分
や
居
住

関
係
を
明
ら
か
に
し
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
７
月
９
日
か
ら
外
国
人
登
録
法
が
廃

止
さ
れ
、
新
た
な
在
留
管
理
制
度
お
よ
び

特
別
永
住
者
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　
外
国
人
の
方
も
日
本
人
と
同
様
に
住
民

票
に
記
載
さ
れ
、
適
正
な
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

　
な
お
、
新
た
な
制
度
は
、
適
法
な
在
留

資
格
を
有
し
、
在
留
期
間
が
３
か
月
を
超

え
る
方
（
中
長
期
滞
在
者
）
や
特
別
永
住

者
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
在
留
資
格
が
「
短

期
滞
在
」
の
方
や
在
留
資
格
の
な
い
方
な

ど
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

①
住
民
票
が
作
成
さ
れ
ま
す

　
日
本
人
と
同
様
に
、
住
民
票
が
発
行
さ

れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
日
本
人
と
外
国

人
の
混
合
世
帯
の
場
合
、
世
帯
全
員
が
記

載
さ
れ
た
住
民
票
が
発
行
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
外
国
人
住
民
を
世
帯
主
と
す

る
こ
と
も
可
能
に
な
り
ま
す
。

②
外
国
人
登
録
証
明
書
に
代
わ
り
、「
特

別
永
住
者
証
明
書
」
ま
た
は
「
在
留
カ

ー
ド
」
が
交
付
さ
れ
ま
す

　
特
別
永
住
者
の
方
に
は
「
特
別
永
住
者

証
明
書
」
、

９０
日
以
上
日
本
に
住
む
特
別

永
住
者
以
外
の
方
に
は
「
在
留
カ
ー
ド
」

が
交
付
さ
れ
ま
す
。

※
現
在
お
持
ち
の
「
外
国
人
登
録
証
明
書
」

は
、
７
月
９
日
以
降
も
一
定
期
間
有
効
で

す
が
、
在
留
資
格
や
年
齢
に
よ
り
、
新

た
な
カ
ー
ド
へ
の
切
替
手
続
が
必
要
で
す
。

③
転
出
手
続
が
必
要
に
な
り
ま
す

　
市
外
に
引
っ
越
さ
れ
る
場
合
、
こ
れ
ま

で
は
加
東
市
役
所
で
の
手
続
は
不
要
で
し

た
が
、
７
月
９
日
以
降
は
加
東
市
役
所
で

の
転
出
手
続
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

④
手
続
の
内
容
に
よ
り
、
申
請
場
所
が
変

　
わ
り
ま
す

　
特
別
永
住
者
以
外
の
方
の
在
留
資
格
・

期
間
等
の
変
更
手
続
に
つ
い
て
、
７
月
９

日
以
降
は
入
国
管
理
局
で
の
手
続
の
み
と

な
り
、
従
来
か
ら
の
加
東
市
役
所
で
の
申

請
手
続
は
な
く
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

○
外
国
人
在
留
総
合
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

　
　
０
５
７
０
・
０
６
６
・
６
３
０

　
※
Ｉ
Ｐ
電
話
（
加
東
ケ
ー
ブ
ル
ビ
ジ
ョ

ン
の
Ｉ
Ｐ
電
話
を
除
く
）・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
・

海
外
か
ら
は
　
０
３
・
６
３
０
１
・

１
３
３
７

○
市
民
安
全
部
市
民
課
（
社
庁
舎
）

　
　
４
３
・
０
３
９
０

平成２３年度差し押さえ件数 ※（　）内は平成２２年度件数
滞納処分の実例（自動車差し押さえ）

２０（２１）

２２５（１６７）

３１（６）

５（５）

１（５）

２８２（２０４）

不　　　動　　　産

預 貯 金 等 の 債 権

給　　　　　　　与

合　　　　計

家宅捜索によるもの
動　産

自動車

税の公平性を
保つために

差
し
押
さ
え
等
に
よ
る

滞
納
処
分
を
強
化
し
て
い
ま
す

7月9日（月）
から

外
国
人
住
民
の
登
録
制
度
が
変
わ
り
ま
す

市
内
に
お
住
ま
い
の
外
国
人
の
み
な
さ
ん
へ

特
別
永
住
者

特
別
永
住
者

以
外

す
べ
て
の
手
続

加
東
市
役
所

在
留
資
格

申
請
内
容

申
請
場
所

住
所
変
更
手
続

住
所
変
更
以
外

の
手
続

地
方
入
国
管
理
局

※
加
東
市
役
所
で

　
の
手
続
は
不
要

加
東
市
役
所


